




雨水は、雨水管渠や道路側溝、水路を
通って富岡雨水ポンプ場へ送られます。 

雨水は雨水管渠や道路側溝、水路に流し、

公共ます
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　富岡町においては、豪雨のたびに浸水被害が発
生し、地域住民の生活に多大な支障をきたしてい
ました。

　一方、生活排水等の汚水対策は、平成 14 年度
から汚水管渠工事に着手し、富岡浄化センターの
完成後、平成23年４月に供用開始となりました。

『公共ます』は、各家庭の汚水を流す
ために、道路内に埋設した公共下水
道本管と各家庭の排水設備とを接続
するために設置する『ます』です。
この『公共ます』がなければ下水道へ
の接続はできません。
『公共ます』は原則、敷地内に１箇所
設置します。
（設置工事及び管理は市が行います。）



家庭等の汚水を公共ますに流す排水
設備を個人負担で設置していただき
ます。（☞8 ページ）
排水設備の設置工事は、
市が指定した指定工事店へ。











　排水設備とは、台所やお風呂、洗面、トイレ等より排出される汚水を、市が
設置した公共ますへ流すための、汚水管や汚水ますのことです。
　この排水設備は、個人で設置し、補修・点検などの管理もしていただきます。
雨水に関しては、汚水と完全に分離して従来と同様に側溝などに流します。



　助成金の申請をされる場合は、工事の申請
と同時に申請書を提出してください。

※「阿南市排水設備指定工事店」は、下水道課のホームページで公開しています。

着手



供用開始の日から１０年以内に、

浄化槽を廃止する工事を伴う場合
（複数の浄化槽がある場合は１基分のみ）



単独浄化槽
50,000 円

単独浄化槽
50,000 円

単独浄化槽
50,000 円

単独浄化槽
50,000 円

助成金の交付を希望される方は、必ず排水設備工事の申請と同時に
必要書類を添えて申し込んでください。



※消費税は 8%で計算しています。
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